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《高年齢者雇用安定法の改正について》 
令和３年４月１日から高年齢者雇用安定法の一部改正が施行されます。今回の改正は、個々の労働者の

多様な特性やニーズを踏まえ、70 歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事

業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《令和３年の祝日・休日について》 
 昨年に引き続き東京オリンピック・パラリンピック特別措置法の一部改正が施行され、祝日が下記

の通り変更されていますので、年間休日数等にご留意ください。 

海の日   ： ７月１９日⇒ ７月２２日（開会式前日） 

スポーツの日：１０月１１日⇒ ７月２３日（開会式当日） 

山の日   ： ８月１１日⇒ ８月 ８日（閉会式） 

振替休日  ：        ８月 ９日（変更後の山の日が日曜であるため） 

 

上記につきまして、ご不明点・ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。 

【従来】６５歳までの雇用確保義務 
・６０歳未満の定年禁止（高年齢者雇用安定法第８条） 
・６５歳までの雇用確保措置（高年齢者雇用安定法第９条） 
 ①６５歳までの定年引上げ、②定年制の廃止、③６５歳までの継続雇用制度を導入 

【令和３年４月１日から】従来＋以下の措置で７０歳までの就業機会の確保に努める義務 

①７０歳までの定年引上げ、②定年制の廃止、③７０歳までの継続雇用制度の導入 

④７０歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ★今までにない就業機会確保措置 

⑤７０歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 ★今までにない就業機会確保措置 

 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 

 b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業 

 

※６５歳以降の継続雇用制度は、特殊関係事業主以外の他社で継続雇用する制度も可能になり、

対象となる高年齢者の年齢に応じて、継続雇用することができる事業主の範囲が広がります。 

・６０歳以上６５歳未満が対象の場合：自社＆特殊関係事業主（自社の親子法人や関連法人等）

・６５歳以上７０歳未満が対象の場合：自社＆特殊関係事業主＋他社 

創業支援等措置：上記④＆⑤の総称。７０歳までの就業確保措置のうち、雇用によらない措置を指

します。自社等での雇用を維持しないため、計画書の作成⇒過半数労働組合等の同意⇒計画の周知

を行った上で本人や委託先等各方面との契約書の取り交わしが必要になります。 


